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第1章 業務概要 

1.1 業務目的 

令和５年４月に出された都市計画基本問題小委員会の中間とりまとめでは、多様な地域に

おける継続的なエリアマネジメントについて、今後、取り組むべき方向性として「エリアマネジメ

ント団体が活動しやすくなる環境整備」や、「エリアマネジメント団体の活動促進に向けた制度

見直し」が示されており、具体的な施策の検討が必要となっている。 

あわせて、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの支援制度は、令和６年度で創設５

年目を迎え、これまでの取組状況の総括とともに、今後の一層の推進に向けた分析等が必

要である。 

上記を踏まえ、「都市の個性の確立と質や価値の向上に関する懇談会」に設置により、今

後の都市再生施策のあり方についての議論をしているところである。 

本業務ではエリアマネジメントの推進に向けた官民連携まちづくり及び「居心地が良く歩き

たくなる」まちなかづくりにかかる制度について、既存施策の実施状況や制度の課題等を調

査・分析し、施策効果の検証方法や官民連携まちづくり制度の改善等について検討、及び

懇談会の基礎資料作成を行うものである。 
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1.2 業務内容 

(1) 官民連携によるエリアマネジメント施策等に関する現状把握、データ収集・整理及び普

及啓発 

1) 全国の都市再生推進法人、民間まちづくり団体及び地方公共団体等を対象とした

アンケート調査の実施 

全国の都市再生推進法人、民間まちづくり団体及び地方公共団体等を対象としたアンケ

ート・ヒアリング調査を１回実施し、道路・公園・駐車場・広場などのパブリック空間や官民が所

有する遊休不動産の再生・利活用を行っている最新事例を把握するとともに、活用されている

制度・スキーム・体制・財源・税制・プロセス・工夫点・障壁等の最新情報を整理した。 

⇒第 2 章 2.1.官民連携制度を活用したまちづくりに関する調査の実施 

⇒第 2 章 2.2.都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料に関する調査の実施 

 

2) 環境整備・制度見直し検討  

1)を踏まえ、｢エリアマネジメント団体が活動しやすくなる環境整備｣及び｢エリアマネジメント

団体の活動促進に向けた制度の見直し｣について検討し、第６回懇談会（テーマ：まちづくりを

支える人材・財源確保のあり方（これからのエリアマネジメント・ファイナンスの方向性，

R7.3.17 開催）の基礎資料作成を行った。 

⇒第 2 章 2.3.環境整備・制度見直し検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 手引き・ポータルサイト更新  

1）、2）を踏まえ、都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き（官民連携まちづくりの

進め方）を更新するとともに、官民連携まちづくりポータルサイトの更新情報を整理・更新し、

閲覧者がより利用しやすく、更新者が扱いやすいポータルサイトの改修を行った。 

⇒第 2 章 2.4.手引き・ポータルサイト更新 

 

  

都市再生推進法人の活動実施状況１

１-１ 都市再生推進法人の活動内容に関する実施状況

（１）都市再生推進法人の形態

• 都市再生推進法人の形態は、「株式会社」が46団体（51％）と最も多く、次いで「一般社団
法人・一般財団法人」が36団体（40％）、「特定非営利活動法人」が6団体（7％）である。
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都市再生推進法人の活動実施状況１

１-１ 都市再生推進法人の活動内容に関する実施状況

（１）都市再生推進法人の形態（圏域別）

• 三大都市圏は、「一般社団法人・一般財団法人」が26団体（55％）と最も多く、次いで
「株式会社」が17団体（36％）である。

• 地方圏は、「株式会社」が29団体（67%）と最も多く、次いで「一般社団法人・一般財団
法人」が10団体（23%）である。
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【都市再生推進法人の形態（圏域別）】

三大都市圏は、一般社団法人・一般財団法人が約６割

地方圏は、株式会社が約７割
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(2) 官民連携まちづくり関係者の交流・促進イベントの企画・運営  

過年度のイベント（都市再生推進法人等会議、都市経営と官民連携まちづくり実務者セミナーな

ど）を参考に、(1)で得られた情報の提供も含めて、官民連携まちづくり関係者が相互に情報共有す

るイベントの企画・運営を行った。 

⇒第 3 章 官民連携まちづくり関係者の交流・促進イベントの企画・運営 
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(3) とりまとめ 

(1)及び(2)を踏まえ、官民連携によるエリアマネジメント及び「居心地が良く歩きたくなる」まち

なかづくりにかかる施策等の効果的な支援方策についてとりまとめた。 

⇒第 4章 とりまとめ 

 

 

  


